
 

子が生まれた日を含めて 

１４日以内に提出してください。 

＜例＞８月１日に生まれた場合 

８月１４日までに提出 

「
嫡
出
子
」
と
は
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
父
母
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
、 

「
非
嫡
出
子
」
と
は
、
婚
姻
関
係
に
な
い
父
母
の
間
に
生
ま
れ
た
子
を
い
い
ま
す
。 

 

見
本
は
、
嫡
出
子
で
最
初
の
男
の
子
の
場
合
で
す
。 

２
番
目
の
男
の
子
は
『
二
男
』
と
な
り
ま
す
。 

お問い合わせは、市民課（354-8151）まで 

出生証明書は、 

医師・助産師などが記入した状態にし 

書き加えないでください。 

生まれた子のマイナンバー(個人番号)がすぐに必要なとき… 

個人番号(マイナンバー)入りの住民票をお取りいただけます。 

 

四日市市に出生届を提出いただき四日市市に住民登録する場合は、 

マイナンバーが付番されるまでに１時間以上かかる場合がございますのでご了承願います。 

提出が１６時を過ぎた場合は、マイナンバーの付番が翌営業日以降となることがあります。 

 

他の市区町村へご提出または住民登録をする場合はご相談ください。 
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